
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

第1 開催日時 令和元年6月21日（金）午後4時

第2 開催場所 名古屋高等裁判所大会議室

第3 出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

第4 議事の経過及び結果

開催場所 名古屋高等裁判所大会議室

出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

議事の経過及び結果

付議事項1

名古屋高等裁判所事務処理規程の一部改正について，別添の裁判官会議資料

第1に記載のとおり，全員一致で議決した。

2 承認を求める事項

次の事項について，全員異議なく承認した。

(1) 裁判官の配置の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の1に記載のとおり

（2）司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の2に記載とおり

3 報告事項

次の事項について，報告を受けた。

（1） 裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第3の1に記載のとおり

（2） 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第3の2に記載のとおり

（3） 裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資料第3の3に記載のとおり

（4） 裁判官以外の裁判所職員の昇格について

別添の裁判官会議資料第3の4に記載のとおり

（5） その他（文書開示）



別添の裁判官会議資料第3の5に記載のとおり

令和元年6月西日

議事録作成者

裁蝋崎… ヨ

「
ヨ

議 長

高等裁判所長官



(別紙）

出席者名簿

裁判官会議構成員

（本庁） 高裁長官

1

綿 引

高 橋

倉 田

水 谷

松 並

始 関

後 藤

戸 田

堀 内

朝 日

坪 井

田 邊

大 場

烏 居

近 藤

田 中

福 田

飯 野

久 保

蛯 名

劔 持

升 川

日比野

入 江

高 橋

山 田

大久保

菱 川

田 中

齋 藤

細 川

橋 本

峯 金

永 井

万里子

徹

慎 也

美穂子

重 雄

正 光

隆

久

満

貴 浩

宣 幸

浩 典

めぐみ

俊 －

猛 司

聖 浩

千恵子

里 朗

孝 二

日奈子

亮

智 道

幹

恭 子

信 幸

順 子

優 子

孝 之

寿 生

正 人

二 朗

修

容 子

健 一

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

判事

1

(金沢支部）半|｣事

判事

判事

判事

判事

判事

構成員以外の者 事務局次長

彦
二
康
太

俊
良
敏

田
中

林
川

池
田
小
早

2

民事首席書記官

刑事首席書記官

総務課長



令和元年6月21日（金）開催

名古屋高等裁判所



次目

第1 付議事項

名古屋高等裁判所事務処理規程の一部改正について

承認を求める事項

裁判官の配置の定めの一部変更について．・・・・

司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

報告事項

裁判官の職務代行について・・ ・・・・・・・・・

各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について・

裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について・ ・

裁判官以外の裁判所職員の昇格等について．・・・

11qD

２
１

２
３

第
第

２
７

●

●

８
９

４
４

４

●

。

■
１
Ｉ
Ｌ

１
１
▲

１
１
八

1

2

３
４

５

その他 ● ● ●



第1 付議事項

名古屋高等裁判所事務処理規程の一部改正について

「名古屋高等裁判所事務処理規程」

を，別紙第1の1のとおり改正する。

(平成4年名古屋高等裁判所規程第4号）

ン

－ 1－



第2 承認を求める事項

1 裁判官の配置の定めの一部変更について

(1) 平成31年3月22日から，次のとおり一部を変更した。

〔第1 裁判官の配置〕 ､

口 新旧

本 庁

民事第1部
裁判長 判

半|1

判

判

判

本 庁

民事第1部
裁判長 判

判

判

半|」

判

1 1

事 永 野 圧 彦
事 田 邊 浩 典
事 大 場 めくゞみ
事 久 保 孝 二
事 大久保 香 織

事
事
事
事
事

田 邊 浩 典
大 場 めくゞみ
久 保 孝 二

大久保 香 織

特別部

裁判長
特別部

裁判長 事 綿 引 万里子

事 高 橋 徹
事 山 口 裕 之
事 松 並 重 雄
事 始 関 正 光

事 水 谷 美穂子

事 後 藤 隆
事 福 田 千恵子

事 綿 引 万里子

事 高 橋 徹
事 山 口 裕 之
事 永 野 圧 彦

事 松 並 重 雄

事 水 谷 美穗子
事 後 藤 隆
事 福 田 千惠子

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
‐
半
半
‐
半
半
半
Ｔ
半
半

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
半
半
半
半
半
半
半
下

’
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(2) 平成31年3月23日から，次のとおり一部を変更し

〔第1 裁判官の配置〕

表
イー 0

’
新旧

本 庁
民事第1
裁判長

本 庁

民事第1部
裁判長 判

判

判

判

判

1’

部

判

判

判

判

判

事
事
事
事
事

倉 田

田 邊

大 場
久 保

大久保

慎 也
浩 典
めぐみ

孝 二
香 織

事
事
事
事
事

ｿ生 曲
hI司 〆 ~

めぐみ

孝 一

香 幟

田 邊

大 場

久 保

大久保

特別部

裁判長
特別部
裁判長

綿
高
山
倉
松
水
後
福

事
事
事
事
事
事
事
事

引
橋
口
田
並
谷
藤
田

判 事 綿 引
判 事 高 橋
判 事 山 口

判 事 松 並
判 事 始 関

判 事 水 谷
判 事 後 藤
判 事 福 田

１
１
１
１
１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

半
半
半
‐
半
半
巾
干
半
半

子
徹
之
也
雄
子
隆
子

里
穗

恵
万

裕
慎
重
美

千

万里子

徹
裕 之

重 雄
正 光

美穂子
陸

千恵子

金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事

金沢支部

第1部（民事）
裁半||長 判 事

判 事

判 事
判 事

判 箏
半l1\
判 事

ワ
合

ワ
ニゴ

’
中 寿 生
川 恭 司

（代行）

藤 正 人
川 二 朗

原 保
野 達 也
登 謙太郎

見 敬太郎

（代行）

田 中

石 川

細 川

栗 原

中 野

能 登
武 見

寿 生

恭 司

二 朗

保

達 也

謙太郎

敬太郎

（代行）

田
石

齋
細
栗
中
能
武

事
事
事
事
事
事

ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ

半
半
叩
干
半
半
半

第2部
裁判長

(刑事）
判 事
判 事

第2部
裁判長

(刑事）

判 事

判 事
判 事
判 事

判 事
判 事

藤
川

齋
石石 川 恭 司

細 川 二 朗

栗 原 保
中 野 達 也

能 登 謙太郎
武 見 敬太郎

（代行）

正 人

恭 司

(代行）

藍;｜
謙太郎｜
敬太郎！

(代行）’

細
栗
中
能
武

事
事
事
事
事

ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ
ｌ

半
丁
半
半
叩
干
半

川
原
野
登
見

’
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(3) 平成31年4月1日から，次のとおり一部を変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

ｒ
‐
Ｉ

’ 新|日

本 庁

民事第1
裁判長

本 庁

民事第1
裁判長

1 1

部

判

判
判

判

判

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

立
口
半
半
半
半
半

事
事
事
事
事

倉 田
田 邊
大 場

久 保

大久保
ぐ

慎
浩
め
孝
香

事 倉 田 慎 也
事 田 邊 浩 典
事 大 場 めぐみ

事 久 保 孝 二

事 升 川 智 道

也
jlll
今
ゲメ

ニ

徹

民事第

裁判長

５
１
１
１
１

立
口
半
半
半
半

２

民事第

裁判長

８
１
１
１
１
１

立
口
半
半
半
半
半

２

事 松 並 重 雄
事 近 田 正 晴

事 鳥 居 俊 一
事 劔 持 亮

事 松 並 重 雄
事 坪 井 宣 幸
事 鳥 居 俊 一

事 飯 野 里 朗
事 劔 持 亮

事 堀 内 満

事 田 中 聖 浩
事 山 田 順 子

事 大久保 優 子

刑事第1
裁判長

１
１
１
１
１

立
口
半
半
半
半

刑事第1部
裁判長 判

判

判

判

事 山 口 裕 之

事 出 口 博 章
事 大 村 陽 一
事 山 田 順 子

刑事第2部
裁判長 判

判

判

判

刑事第2部
裁判長 判

判

判

判

事 高 橋 徹
事 後 藤 隆
事 入 江 恭 子
事 赤 松 亨 太

事 綿 引 万里子
事 高 橋 徹
事 山 口 裕 之
事 倉 田 慎 也

事 松 並 重 雄
事 水 谷 美穗子
事 後 藤 隆
事 福 田 千恵子

事 高 橋

事 後 藤
事 入 江 恭

事 菱 川 孝

徹
隆
子
之

特別部

裁判長
特別部

裁判長

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ

半
半
半
半
半
半
中
干
半

長 官 綿
判 事 高

判 事 倉
判 事 松

判 事 堀
判 事 水

判 事 後
判 箏 福

子
徹
也
雄
満
子
隆
子

里
穂

恵
万

慎
重

美
千

引
橋
田
並
内
谷
藤
田

｜
’
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金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事

金沢支部
第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事

2 O
~

中 寿 生
川 恭 司

（代行）

藤 正 人
川 二 朗

原 保
野 達 也

登 謙太郎
見 敬太郎

中 寿 生
川 恭 司

（代行）
藤 正 人
川 二 朗
本 修

原 保

田
石

田
石

ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

止
十
半
半
半
半
半

齋
細
栗
中
能
武

事
事
事
事
事
事

齋
細
橋
栗

峯
永

事
事
事
事

事
事

判
判
判
判

達 也

謙太郎

敬太郎

（代行）

(代行）
容 子

健 一

金
井判

判

第2部

裁判長
(刑事）

判 事
判 事

第2部
裁判長

(刑事）

判 事
判 事

藤
川

齋
石 齋 藤

石 川

正 人

恭 司

(代行）

二 朗
保

達 也
謙太郎

敬太郎

（代行）

正 人

恭 司

(代行）

二 朗
修

保

(代行）

容 子
健 一

事 細 川

事 栗 原
事 中 野

事 能 登
事 武 見

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
半
半
半
半

事
事
事

細
橋

判
判
判

川
本
原

栗
’
1

I判
判 事 峯 金

事 永 井

’’

(4) 平成31年4月17日から，次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

’
I

新|日

’金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事

金沢支部
第1部（民事）
裁判長 判 事

2 ワ
ニ

中
川

藤
川
本
原

金
井

寿 生

恭 司

（代行）
正 人

二 朗
修

保

（代行）

容 子

健 一

中 寿 生

田
石 田

ｌ
ｌ
ｌ
ｊ

土
十
上
十
王
‐
半
十

齋
細
橋
栗

峯
永

事
事
事
事

事
事

事 齋 藤 正 人
事 細 川 二 朗
事 橋 本 修

事 栗 原 保
（代行）

事 峯 金 容 子
事 永 井 健 一

判
判
判
判

１
１

半
半 判

判

’

_ 医 一
qノ



(刑事）

判 事
判 事

第2部
裁判長

第2部（刑事）
裁判長 判 事 齋 藤 正 人

齋
石 藤

川

正 人

恭 司

（代行）

二 朗
修
保

（代行）
容 子

健 一

１
１
１

，
半
伽
干
中
干

事
事
事

二 朗
修

保

(代行）
容 子

健 一

事
事
事

事
事

細
橋
栗

判
判
判

細
橋
栗

川
本
原

金
井

川
本
原

峯

１
１

半
半

事
事

峯
一
永

金
井

判
判

永

(5) 平成31年4月20日から，次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新|日

金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事 田 中 寿 生

判 事 齋 藤 正 人
判 事 細 川 二 朗
判 事 橋 本 修

金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事 田 中 寿 生

判 事 齋 藤 正 人
判 事 細 川 二 朗

判 事 橋 本 修
判 事 栗 原 保

（代行）

判 事 峯 金 容 千
判 事 永 井 健 一

22

判 事 峯
判 事 永

金 容 子

井 健 一

(刑事）
判 事
判 事
判 事

第2部
裁判長

(刑事）

判 事 齋 藤
判 事 細一川
判 事 橋 本
判 事 栗 原

判 事 峯 金
判 事 永 井

第2部
裁判長

齋
細
橋

藤
川
本

正

二

人
朗
修

正 人

二 朗
修

保
（代行）
容 子
健 一

判 事
判 事

峯 金

永 井

子
一

容
健

'
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2 司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

(1) 平成31年3月22日から，次のとおり一部を変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

新|日

1 長官に差し支えがあるときの代理
順序

1 長官に差し支えがあるときの代理
順序

事
事第1順位

第2順位

事
事 裕
庄

第1順位
第2順位

裕 之
菫 雄

１
１

ト
ド

１
１

ト
ド

山
永

之
彦

山
松

口
野

口
並

（2） 平成31年3月23日から，次のとおり一部を変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

新旧

1 長官に差し支えがあるときの代理
｜||貞序

1 長官に差し支えがあるときの代理
順序

’
第1順位
第2順位

判 事

判 事
第1順位
第2順位

１
１

北
干
半
‐

事 山 口 裕

箏 松 並 軍

之
雄 山 口

倉 出

2 金沢支部長に差し支えがある時の
代理順序

2 金沢支部長に差し支えがある時の
代理順序

第1順位

第2順位

齋
細

事
事 藤

川

第1順位
第2順位

判 事

判 事

司
朗

恭
二

川
川

判
判

人
朗正

二

石
細

一 ワ －
1



(3) 平成31年4月1日から，次のとおり一部を変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

新旧

1 長官に差し支えがあるとき 1 長官に差し支えがあるとき

高
倉第1順位

第2順位

事
事

裕
慎 第1順位

第2 111頁位

事
事 橋 徹

田 ’|真 也

１
１

叩
干
巾
干

１
１

半
‐
叩
干

山
倉

之
他

口
田

第3 報告事項

1 裁判官の職務代行について

(1)平成31年3月23｢l付けで福井地方裁判所判事兼福井家庭裁判所半ll事・

福井簡易裁判所判事に転補する名古屋高等裁判所金沢支部判事・金沢簡易裁

判所判事石川恭司に対し，同日から同年4月16日までの間，名占屋高等裁

判所判事の職務代行及び名古屋高等裁判所金沢支部勤務を命じた。

（2）岐阜地方裁判所判事兼岐阜家庭裁判所判事・岐阜簡易裁判所判事岩田澄江

に対し，平成31年4月8日から当分の間，名古屋地方裁判所判事・名古屋

簡易裁判所判事・一宮簡易裁判所判事・半田簡易裁判所判事の職務代行を命

じた。

（3）名古屋地方裁判所判聿補・名古屋簡易裁判所判事塚本晴久に対し，平成3

1年4月1日から令和元年7月8日までの問，名古屋家庭裁判所判事の職務

代行及び名古屋家庭裁判所豊橋支部勤務を命じた。

（4） 津地方裁判所判事補志摩祐介に対し，平成31年4月1日から令和2年3

月31日までの間，津家庭裁判所判事補の職務代行を命じた。

－8－



2 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更

(1) 平成31年3月22日から，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

判例委員会
委員長 判 事 綿 引 万里子

委 員 判 事 高 橋 徹
同 判 事 山 口 裕 之
同 判 事 永 野 圧 彦

同 判 事 松 並 重 雄
同 判 事 始 関 正 光
同 判 事 戸 田 久

同 判 事 田 中 寿 生
（金沢支部）

同 判 事 大 場 めぐみ

幹 事 判 事 後 藤 隆
同 判 事 福 田 千恵子

（事務局長）
同 判 事 大久保 香 織

判例委員会
委員長 判 事
委 員 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事

幹 事 判 事
同 判 事

同 判 事

2 2

綿 引
高 橋
山 口

万里子

徹
裕 之

松 並 重 雄
始 関 正 光
戸 田 久

田 中 寿 生
（金沢支部）

大 場 めぐみ

後 藤 隆
福 田 千恵子

（事務局長）
大久保 香 織

－9－



【参考】

新旧

1 常置委員 1 常置委員

規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 綿 引 万里子

委 員 判 事 高 橋 徹
同 判 事 山 口 裕 之
同 判 事 永 野 圧 彦
同 判 事 松 並 重 雄
同 判 事 始 関 正 光
同 判 事 戸 田 久

規程2条1項3項の委員
委 員 判 事 烏 居 俊 一
委 員 判 事 山 田 順 子

規程2条1項4号の委員
委 員 支部長 田 中 寿 生

規程2条1項1，2
委員長 長 官

委 員 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事
同 判 事
同 判 事

規程2条1項3項の
委 員 判 事
委 員 判 事

規程2条1項4号の
委 貝 支部長

委員
引 万里子

橋 徹
口 裕 之

の号
綿
高
山

松 並
始 関
戸 田

委員
烏 居
山一田

委員
田 中

雄
光
久

一
子

生

重
正

俊
順

寿
一

－10－



(2) 平成31年3月23日から，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

I
判例委員会
委員長 判
委 員 判

同 判

同 判

同 判

同 判

同 判

同 判

判例委員会
委員長 判
委 員 判
同 判

同 判

|司 判

同 判

同 判

同 判

ワ
ー

ワ
今事

事
事
事
事
事
事
事

事
事
事

事

綿 引
高 橋
山 口

子
徹
之
也
雄
光
久
生
ｊ
み
隆
子
ｊ
織

里
部
ぐ

惠
長

万
裕
慎
重
正

寿
支
め

千
局
香

沢
務

引
橋
口
田
並
関
田
中
金
場
藤
田
事
保
墨タ

綿
高
山
倉
松
始
戸
田

大
後
福

大

事
事
事
事
事
事
事
事

事
事
事

事

万里子

徹
裕 之

松 並 重 雄

始 関 正 光
戸 田 久

田 中 寿 生

（金沢支部）
大 場 めく、み

後 藤 隆
福 田 千恵子

（事務局長）
大久保 香 織

判
判
判

判
判
判

享

同
幹
同

同

事

同
幹
同

同

｜
’

判 判

【参考】

新|日

1 常置姿 1 常置委員
『~コ

ロ
ー 、

規程2条1項1，2号の委
委員長 長 官 綿 引

委 員 判 事 高 橋
同 判 事 |11 口
同 判 事
同 判 事 松 並

同 判 事 始 閨
同 判 事 戸 田

規程2条1項3項の委員

委 員 判 亨 烏 居
委 員 判 事 山 田

規程2条1項4号の委員
委 員 支部長 田 中

規程2条
委員長

委 員

同

同

同

同

同

規程2条
委 員

委 員

規程2条

委 員

員 2号の委員
綿 引 万里子
高 橋 徹
山 口 裕 之
倉 田′|真 也
松 並 重 雄
始 関 正 光
戸 田 久

の委員
烏 居 俊 一
山 田 ｜||頁 子

の委員

田 中 寿 生

1項1，

長 官

半|l \

判 事

判 事
判 事

判 事
判 事
1項3項

判 事

半ll \

1項4号

支部長

里子

徹
之

5

裕

雄
光
久

一
子

生

重
正

俊
順

寿

－－－ 一一
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（3） 平成31年4月1日から，次のとおり一部を変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

判例委員会
委員長 長

委 員 判
同 判

同 判

同 判

同 判

同 判

判例委員会

委員長 判
委 員 判
同 判

同 判

同 判

同 判

同 判

同 判

2
の

色

事 綿 引 万里子
事 高 橋 徹
事 山 口 裕 之

事 倉 田 慎 也
事 松 並 重 雄

事 始 関 正 光
事 戸 田 久’

事 田 中 寿 生

車夫{鴬沢高批｜
事 後 藤 陸｜
事 福 田 千恵子i

（事務局長）’
事大久保香織’

官 綿 引 万里子

事 高 橋 徹
事 倉 田 慎 也

事 松 並 重 雄
事 始 関 正 光
事 戸 田 久

事 田 中 寿 生

（金沢支部）
事 堀 内 満

事 烏 居 俊 一
事 後 藤 隆
事 福 田 千恵子

（事務局長）
事 飯 野 里 朗

判
判
判
判

同

同

幹 事

同

同
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｉ

半
半
半

箏

同
幹
同

同

fl1判

広報委員会

委員長 判
3 広報委員会

委員長 判 事 福

、
、

事
事
事
事

福 田 千恵子
（事務局長）

升 川 智 道
入 江 恭 子

永 井 健 一

（金沢支部）

千惠子

局長）
孝 二

保
志害い ‘

田 千惠子

(事務局長）
保 孝 二

原 保
(金沢支部）

江 恭 子

委 員
同

同

１
１
ｊ

半
半
半

申
尹
古
尹

久
栗

委
同

‐

貝

１
１
１
Ⅱ
１
口
０
０
０
０
９
で

ル
エ
‐
‐
止
十

同 判 箏 入

’

資料事務指導係裁半ll官
判 事 福 田

（事

判 事 飯 野
判 事 山 田

資料事務指導係裁判官
判 事 福

44

田 千恵子

事務局長）
野 里 朗
田 順 子

田 千恵寸

(事務局長）

名 ロ奈予
田 順 寸

事
事

ｊ
ｌ
Ｊ

止
十
半
十

蛯

山

研修指導係裁判官
判 事 水 谷

研修指導係裁判'自。
半l1 事 水 谷 美穂子

一
、

5

当直
プ＝
王宙平
1J些丸 J
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|参考】

新旧

’
1 常置委員 ，1 常置委員

， 規程2条1項1，2号の委員
万里子 委員長 長 官 綿 引 万里子

徹 委 員 判 事 高 橋 徹

蕊｜： 蛎；瀧鼎
正 光 同 判 事 戸 田 久

久 同 判 事 堀 内 満

規程2条1項3項の委員
俊 一 委 員 判 事 烏 居 俊 一
順 子 委 員 判 事 lll 田 順 子

規程2条1項4号の委員
寿 生 委 員 支部長 田 中 寿 生

規程2条1項1，2号の委
委員長 長 官 綿 引

委 員 判 事 高 橋
同 判 事 山 口
同 判 事 倉 田
同 判 事 松 並

同 判 事 始 関
同 判 事 戸 田

規程2条1項3項の委員
委 員 判 事 烏 居
委 員 判 事 山 田

規程2条1項4号の委員
委 員 支部長 田 中

2号の委員

【参考】

令和元年7ノ］1日から， り変更する次のと お

新旧

1 常置委員l 常置委員

規程2条1項1，2号の委員

委員長 長 官 綿 引 万里子
委 員 判 事 高 橋 徹
同 fil 事 倉 田 慎 也
同 判 事 松 並 重 雄
同 判 事 始 関 正 光
同 判 事 戸 田 久

同 判 事 堀 内 満

規程2条1項3項の委員
委 員 判 事 後 藤 隆
委 員 判 事 日比野 幹

規程2条1項4号の委員
委 員 支部長 田 中 寿 生

規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 綿 引 万里子

委 員 判 亨 商 橋 徹
同 判 事 倉 田 慎 也
同 判 事 松 並 重 雄

同 判 事 始 関 正 光
同 判 事 戸 田 久

｜司 判 事 堀 内 満

規程2条1項3項の委員
委 員 判 事 烏 居 俊 一
委 員 判 事 山 田 順 子
規程2条1項4号の委員
委 員 支部長 田 中 寿 生

- 13-



裁判官以外の裁判所職員の人事異動等にJついて3

別紙第2のとおり

裁判官以外の裁判所職員の昇格について4

別紙第3のとおり

その他貝
リ

別紙第4のとおり

ノ

－14－



(別紙第1の1）

に
「
、
期
間
業
務
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
」
を
加
え
る
。

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第

号

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
、
「
任
期
付
採
用
職
員
及
び
」
を
「
任
期
付
採
用
職
員
、
」
と
し
、
「
業
務
代
替
職
員
」
の
下

名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程
（
平
成
四
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

附

名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

則

名
古

屋
高

等
裁

判

所



(別紙第1の2）

0

第
一
条

名
古
屋
高
等
裁
判
所
が
行
う
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
は
、
法
令
及
び
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の

等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
四
号

平
成
四
年
十
二
月
十
八
日

下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
六
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
名
古
屋
高

名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程

名
古

屋
高

等
裁

改
正

平
成
一
六
年

六
月
一
石
Ｈ
名
占
屋
』
尚
等
裁
判
所
規
程
第
二
号

令
和

元
年

六
月

口
堀
古
屋
高
等
裁
判
所
現
縄
第
→
号

平
成
二
三
年

六
川
一
一
四
日
稲
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

平
成
→
一
九
年
一
→
一
川
一
打
日
名
古
雌
高
等
栽
判
所
規
程
第
一
号

平
成
一
九
年

六
Ⅱ
三
九
口
堀
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
←
号

平
成
→
八
年

六
月
一
九
日
名
占
屋
高
等
哉
判
所
規
程
第
一
号

判

所



(別紙第1の2）

第
三
条

裁
判
官
会
議
に
常
置
委
員
会
を
置
く
。

第
四
条

司
法
行
政
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
長
官
に
委
任
す
る
。

第
二
条

裁
判
官
会
議
は
、
毎
年
六
月
及
び
十
二
月
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
常
置
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
の
方
法
は
、
別
に
定
め
る
。

２
常
置
委
員
会
は
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
の
諮
問
に
応
じ
て
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て

２
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
常

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

意
見
を
答
申
す
る
ほ
か
、
司
法
行
政
事
務
の
運
営
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
司
法
行
政
事
務
の
代
理
順
序
に
関
す
る
事
項

三
開
廷
の
日
割
り
に
関
す
る
事
項

二
裁
判
官
の
配
置
、
裁
判
事
務
の
分
配
及
び
裁
判
官
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
の
代
理
順
序
に
関
す
る
事
項
（
事
件
の
回

一

規
則
及
び
規
程
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
項

付
及
び
分
配
替
え
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）



(別紙第1の2）

な
い

C

置
委
員
会
に
諮
問
し
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

三
各
種
委
員
及
び
係
裁
判
官
の
指
名
に
関
す
る
事
項

七
裁
判
官
分
限
法
第
六
条
の
申
立
て
及
び
同
法
第
八
条
の
抗
告
に
関
す
る
事
項

六
裁
判
所
法
第
八
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
司
法
行
政
の
監
督
に
関
す
る
事
項

四
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
任
免
、
補
職
及
び
勤
務
裁
判
所
の
指
定
に
関
す
る
事

五
職
員
の
昇
格
に
関
す
る
事
項

八
職
員
の
分
限
（
心
身
の
故
障
の
た
め
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合
に
す
る
休
職
を
除
く
。
）
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
項

二
裁
判
官
の
職
務
代
行
に
関
す
る
事
項

一

事
件
の
回
付
及
び
分
配
替
え
に
関
す
る
事
項

項
（
臨
時
的
任
用
職
員
、

所
勤
務
の
併
任
及
び
併
任
解
除
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

タ
イ
ム
職
員
に
係
る
事
項
並
び
に
管
内
家
庭
裁
判
所
の
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
任
期
を
定
め
て
す
る
名
古
屋
高
等
裁
判

任
期
付
採
用
職
娼
考
嬢
十
い
任
期
付
採
用
職
員
、
業
務
代
替
職
員

期
間
業
務
職
員
及
び
パ
ー
ト



(別紙第1の2）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
長
（
以
下
「
金
沢
支
部
長
」
と
い
う
。
）

に
委
任
す
る
。

２
金
沢
支
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
金
沢
支
部
長
が
必
要
と
認
め

４
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
処
理
し
た
事

３
長
官
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
の
措
置
を
講

項
及
び
そ
の
内
容
を
裁
判
官
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ず
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
金
沢
支
部
に
係
属
し
た
事
件
の
統
計
情
報
に
関
す
る
事
項

二
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

る
事
項
を
除
き
、
処
理
し
た
事
項
及
び
そ
の
内
容
を
裁
判
官
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
司
法
行
政
の
監
督
権
を
行
使
し
た
場

一

専
ら
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
（
以
下
「
金
沢
支
部
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
扱
う
協
議
会
及
び
事
務

合
に
限
る
。
）

打
合
せ
に
関
す
る
事
項



(別紙第1の2）

第
六
条

こ
の
規
程
を
改
正
す
る
に
は
、
出
席
裁
判
官
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

削

附 除

２
名
古
屋
高
等
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
二
月
四
日
制
定
）
は
、
平
成
四
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
、
廃

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

止
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
程
の
廃
止
）

（
施
行
期
日
）

附 附 附

（
平
一
六
名
高
裁
程
二
）

則 則目|｜／、」 則

（
平
成
一
九
年
六
月
二
九
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
一
八
年
六
月
一
九
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
一
六
年
六
月
二
五
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
二
号
）



(別紙第1の2）

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
七
月

日
か
ら
施
行
す
る

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
○
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附 附 附

則 則 則

（
令
椥
元
年
六
月

一
Ｈ
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第

号
）

（
平
成
二
二
年
六
月
←
一
岡
Ｈ
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
一
一
九
年
三
・
月
一
五
日
名
古
膣
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）



(別紙第1の3）

第
一
条

名
古
屋
高
等
裁
判
所
が
行
う
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
は
、
法
令
及
び
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の

等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
四
号

平
成
四
年
十
二
月
十
八
日

下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
六
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
名
古
屋
高

名
古
屋
高
等
裁
判
所
事
務
処
理
規
程

口

名
古

屋
高

等
裁

改
正

平
成
一
六
年

六
月
二
五
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
二
号

令
和

元
年

六
月
一
二
日
妬
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

平
成
二
九
年
一
二
月
一
五
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

平
成
二
三
年

六
月
二
四
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

平
成
一
八
年

六
月
一
九
Ｈ
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一

号

平
成
一
九
年

六
月
二
九
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

判

所



(別紙第1の3）

第
四
条

司
法
行
政
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
長
官
に
委
任
す
る
。

第
三
条

裁
判
官
会
議
に
常
置
委
員
会
を
置
く
。

第
二
条

裁
判
官
会
議
は
、
毎
年
六
月
及
び
十
二
月
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
常

３
常
置
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
の
方
法
は
、
別
に
定
め
る
。

２
常
置
委
員
会
は
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
の
諮
問
に
応
じ
て
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て

意
見
を
答
申
す
る
ほ
か
、
司
法
行
政
事
務
の
運
営
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

四
司
法
行
政
事
務
の
代
理
順
序
に
関
す
る
事
項

三
開
廷
の
日
割
り
に
関
す
る
事
項

二
裁
判
官
の
配
置
、
裁
判
事
務
の
分
配
及
び
裁
判
官
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
の
代
理
順
序
に
関
す
る
事
項
（
事
件
の
回

一

規
則
及
び
規
程
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
項

付
及
び
分
配
替
え
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）



(別紙第1の3）

八

七
裁
判
官
分
限
法
第
六
条
の
申
立
て
及
び
同
法
第
八
条
の
抗
告
に
関
す
る
事
項

六
裁
判
所
法
第
八
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
司
法
行
政
の
監
督
に
関
す
る
事
項

五
職
員
の
昇
格
に
関
す
る
事
項

な

い
○

四
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
・
）
の
任
免
、
補
職
及
び
勤
務
裁
判
所
の
指
定
に
関
す
る
事

三
各
種
委
員
及
び
係
裁
判
官
の
指
名
に
関
す
る
事
項

置
委
員
会
に
諮
問
し
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

二
裁
判
官
の
職
務
代
行
に
関
す
る
事
項

｜

事
件
の
回
付
及
び
分
配
替
え
に
関
す
る
事
項

項
並
び
に
管
内
家
庭
裁
判
所
の
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
任
期
を
定
め
て
す
る
名
古
屋
高
等
裁
判
所
勤
務
の
併
任
及
び
併

任
解
除
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

項
（
臨
時
的
任
用
職
員
、
任
期
付
採
用
職
員
、
業
務
代
替
職
員
、
期
間
業
務
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
に
係
る
事

職
員
の
分
限
（
心
身
の
故
障
の
た
め
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合
に
す
る
休
職
を
除
く
。
）
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
項



(別紙第1の3）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
長
（
以
下
「
金
沢
支
部
長
」
と
い
う
。
）

に
委
任
す
る
。

２
金
沢
支
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
金
沢
支
部
長
が
必
要
と
認
め

４
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
処
理
し
た
事

３
長
官
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
の
措
置
を
講

項
及
び
そ
の
内
容
を
裁
判
官
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ず
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
金
沢
支
部
に
係
属
し
た
事
件
の
統
計
情
報
に
関
す
る
事
項

二

る
事
項
を
除
き
八
処
理
し
た
事
項
及
び
そ
の
内
容
を
裁
判
官
会
議
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一一

専
ら
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
（
以
下
「
金
沢
支
部
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
扱
う
協
議
会
及
び
事
務

合
に
限
る
。
）

打
合
せ
に
関
す
る
事
項

前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
司
法
行
政
の
監
督
権
を
行
使
し
た
場



(別紙第1の3）

第
六
条

こ
の
規
程
を
改
正
す
る
に
は
、
出
席
裁
判
官
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
削
除
（
平
一
六
名
高
裁
程
三

２
名
古
屋
高
等
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
二
月
四
日
制
定
）
は
、
平
成
四
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
、
廃

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

止
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
程
の
廃
止
）

（
施
行
期
日
）

附 附 附 附

則 則 則 則

（
平
成
一
九
年
六
月
二
九
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
一
八
年
六
月
一
九
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
一
六
年
六
月
二
五
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

／



(別紙第 1の3）

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
○
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附 附 附

則 則 則

（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一

号
）

（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
五
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

（
平
成
二
三
年
六
〃
二
四
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号
）



(別紙第2）

I ）

備 考発令事項発令年月日 異動前官職 氏名

1／1



(事務職・書記職（幹部職員等）一高裁任命権，参考：最高裁任命権等）

発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名 備 考

’ ’
H31.4. 1 名古屋高裁 Hll事首席書記官 名古屋地裁 刑事首席書記官

H31.4. 1 名古屋地裁 刑事首席書記官 富山地裁 事務局長

H31.4. 1 富山地裁 事務局長 富山家裁 事務局長

H31. 4 1富山家裁事務局長 名古屋地裁事務局次長■■

H31. 4. 1名古屋地裁事務局次長■■福井地裁事務局次長

H31.4. 1 福井地裁 事務局次長 福井家裁 事務局次長

小林 敏康 最高裁発令事項

廣田 昭彦 最高裁発令事項

橋本 倫夫 最高裁発令事項

河合 進 最高裁発令事項

野津 聡 最高裁発令事項

大林 克典 最高裁発令事項

’
裁発令事項最高

武藤 和夫H31.4. 1 福井家裁 事務局次長
’

H31.4 1 名古屋地裁 民事首席書記官 名古屋家裁 家事首席書記官 紫藤 良一 最高裁発令事項

H31. 4. 1 名古屋家裁 家事首席書記官 岐阜家裁 事務局長 井藤 正勝 最高裁発令事項

H31 4. 1 岐阜家裁 事務局長 津地裁 民事首席書記官 加藤 紀幸 最高裁発令事項

H31.4. 1 津地裁 民事首席書記官 司法研修所 総務課長 谷口 哲文 最高裁発令事項

±席=記官■■名古屋地裁菌次篇書記官■飯田雄\最高裁発令事項H31 4 1 最高裁
’ 1

噸M』名古屋地裁茜次席書記官■岐阜家裁事務局次長一 岩城篭 最高裁発令事項
| "｡-" ,最高”H31.4. 1 岐阜家裁 事務局次長

H31.4. 1蕊職鰹修第一課研究

発令事項

’

’ 南出 良仁 最高裁発令事項

’
1／7



氏名 備 考

村上 政司 最高裁発令事項

発令年月日 発令事項

H31.4. 1 津地裁 事務局長

異動前官職

蕊雛鳥総務課長

’

’
首席書記官

首席書記官兼名古屋

地裁民事次席書記官

兼名古屋地裁刑事次

席書記官

林 功二 最高裁発令事項H31.4. 1 津家裁 事務局長 津家裁

水谷 佳子 最高裁発令事項名古屋簡裁H31.4. 1 津家裁 ’首席書記官

首席書記官兼名古屋日J而 盲同じ巨牙Kロ ロJ王

地裁民事次席書記官

兼名古屋地裁刑事次
席書記官

発令事項

鍔。小笠原 晶H31.4. 1 名古屋簡裁

’
雨 ｜ 宮治 利幸 最高裁発令事項H31.4. 1 岐阜地裁 民事首席書記官 最高裁

H31.4. 1 福井地裁 事務局長

H31.4. 1 名古屋高裁 総務課長

原田 明 最高裁発令事項

早川 太

名古屋高裁 総務課長

最高裁 総務局審査官

2／7



発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名 備 考

H31,4. 1 金沢地裁 事務局長 岐阜地裁 刑事首席書記官

H31. 4. 1 岐阜地裁 刑事首席書記官 名古屋高裁 刑事次席書記官

H31.4. 1 名古屋高裁 刑事次席書記官 富山家裁 首席書記官

H31. 4. 1 當山家裁 首席書記官 名古屋高裁 総括企画官

H31. 4. 1 名古屋高裁 総括企画官 富山地裁 事務局次長

神谷 秀行 最高裁発令事項

三好 浩一 最高裁発令事項

新原 秦隆 最高裁発令事項

萩原 博志 最高裁発令事項

中村 多佳子

最高裁発令事項

家裁事務局次長

併任発令H31.4. 1富山地裁 蕊鷆蕊富山家富山家裁事務局次長 天春 優子

H31.4. 1 金沢地裁 刑事首席書記官 福井地裁 刑事首席書記官 岡林 和彦 最高裁発令事項

H314」福井地裁Ⅷ庫首席書記官名古屋地裁茜主任書記官■後藤真一最高裁尭令事項
H31. 4」名古屋地裁笛主任書記官■名古屋家裁家事次席書記官 最高裁

最高裁

矢野 均 発令事項

発令事項

’H31.4. 1 名古屋家裁 家事次席書記官 齊藤 智昭

P
H31. 4. 1 金沢家裁 事務局長 福井家裁 首席書記官

金沢地裁 民事次席書記官

永井 圭子 最高裁発令事項

畦地 由紀 最高裁発令事項H31.4. 1 福井家裁 首席書記官

’ 最高裁
高野 淨

■■
発令事項

H31. 4. 1 金沢地裁 民事次席書記官

① ／可
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発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

’

H31.4. 1 富山地裁 刑事首席書記官 名古屋家裁 事務局次長 角屋 晃 最高裁発令事項

H31.4. 1 名古屋家裁 事務局次長 津地裁 事務局次長 三谷 明史 最高裁発令事項

H31. 4. 1津地裁 事務局次長 名古屋高裁|総務課文書企画官 柘植泰人最高裁発令事項

’

１
１ ’H31. 4. 1 名古屋高裁 総務課文書企画官 沖本 聡子

｜
’ ’
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備 考氏名異動前官職発令年月日 発令事項
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発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名
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備 考発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名

7／7
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(調査職（首次席総括クラス）一高裁任命権‘参考；最高裁任命権等）

発令年月日 備 考発令事項 異動前官職 氏名

’ ’
H31.4. 1 福井家裁 首席家裁調査官 岐阜家裁 次席家裁調査官

H31.4. 1 岐阜家裁 次席家裁調査官 静岡家裁 次席家裁調査官

勝田 和枝 最高裁発令事項

星野 明彦 最高裁発令事項

次席家裁調査官

次席家裁調査官兼名

古屋高裁家裁調査官

北林 悟 最高裁発令事項

佐藤 和英 併任解除

最高裁発令事項

（本務）
仲 稔治

名古屋高裁発令
事項(併任）

H31.4. 1 富山家裁 首席家裁調査官 名古屋家裁

H31.4. 1 名古屋家裁 次席家裁調査官 名古屋家裁

H31.4 1名古屋家裁筈蕊蕊蒻蕊富山家裁次席家裁調査富
発令事項

発令事項

最高裁
大島 弘樹

本多 洋子

富山家裁

静岡家裁浜

松支部

次席家裁調査官

総括主任家裁調査官

H31．4．1

■》■

H31.4. 1

’
発令事項

浦上豊秋雷H31.4. 1 金沢家裁 次席家裁調査官

’
発令事項

増”斡生竃H31.4. 1 名古屋家裁 総括主任家裁調査官
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発令年月日 発令事項 異動前官職 氏名 備 考
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常置委員会諮問等事項

■）(’

発令事項 異動前官職 備 考発令年月日 氏名

1／1



常置委員会諮問等事項

’（

〕

発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

1／1
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,'

発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

1／1



1 1

発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

1／1



常置委員会諮問等事項
;）(｜

発令年月日 発令事項 備 考異動前官職 氏名
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発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名
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発令年月日 発令事項 異動前官職 備 考氏名

ヘ ノ ヘ
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常置委員会諮問等事項

(｜

発令年月日 発令事項

|）

異動前官職 備 考氏名
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常置委員会諮問等事項

(’ |）

発令事項発令年月日 異動前官職 備 考氏名
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常置委員会諮問等事項

(’ |）

発令事項 備 考異動前官職発令年月日 氏名

1／1



常置委員会諮問等事項

,（

発令事項 異動前官職発令年月日 備 考氏名

1／1



(別紙第3）

裁判官以外の裁判所職員の昇格等

｜’ ’
1
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’ ’
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口
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｜官職｜‘“’ ’
1

1
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（別紙第4）

開示申出状況 令和元年5月23日現在

申出H

(受理H)
|淵示申出内容（副法行政文書の名称等） ｜終局（通知）日 終局（通知）結果｜苦情の有無

'i (":)
不開示

(文書不存在）
5月7日

3月7日

(3ﾉj11日）
全部開示3月29日2

3〃7日

(3ﾉjlln)

一部開示

(不開示情報）
4月24日

３

3月25日

(3月27 H)
不開示

(文書不存在）
4 1jj 19日

3ﾉ126H

(3ﾉ128日）

Ｆ
Ｏ

4月15日’ 全部開示

61(撹目） 5月7日i(存沓叱騨拒訴§)|有
不開示

※ 平成31年12月8日から令和元年5月23日までに終局（通知）をした開示III出である。
※ 上記のほか，令和元年5ノ123日までに終局（通知）をしていない|淵示申出が4件ある。


